
新型コ騒ナ
ー
ウ
ー
イテ移ス感染症による.

小学校体業等対応勤成金について

事業主・労 F壷を者の曽さまヘ 厚生労勘省・都道府県労優れ局

令琴阿4 1月 1日から 6月 30日 までの に、 下の子 とし となつた

労イ動者 (こ対し、有給 (賃金全額支給)の休暇 (労 1動基準法上の年次有給体暇を除く)を取得させた事業

主は助成金の対象となります 1

③新型コロナウイ,レス感染症に関する対応として、ガイドラインなどfこ基づき、臨時体業などをした小学校など
(保育所等を含みます)に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、をヽ
~子
校などを体む必要がある子ども             *詳組は裏面をご参照ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けてしヽただき、年体の有無にかかわらず利用

できるようにすることで、保護者が希望に応じて休日F員を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

【]力威内容】有給休畷を取得した対象労働者に支払つた賃金相当額X10/10
具体的に(ま、対象労l動者 1人につき、対象労働者の日額換葺賃金額※とx有給休襴瞬の日数で算畠した合計額を支給します。

※と 各対象労l動者の通常の賓金を日額換算したもの (日額上限額※Zあり)

※ 2 申講の対象期間中 (注)に緊急事態宣言の対象区域又(ままん廷防止等重点措置を実施すべき区域であった
'色

域 (原貝と者B道府県単

位)に事業所のある企業 (こつしては157000円 。

注 :夢業主の方から学請いただtゝた体暇日の最初の日から最後の圧:までのF母員 (申請対象の労働者踵 数 tゝる場合 lよ 、体B眼のF藩月始が最も

早い労働者のFガ号始霞から、終了が最も遅しヽ労FttJ者 の終了日までの間)

※ 3 令秀層3年 8月 1霞 ～12屈 31霞まで釧本B眼に係る申請受付 (よ原輿として終了してしヽます。ただし、やむを得ない理由があると認められる場

合 (以下 I tttよ 正)は、申請理眼経過後 lこ

~申
講することが可能 (令不目4年 9月 30日 まで)です。

I.労働者からの都道府県労l動局開 学ヽ校体業等対応Bテl成金にF芙日する特据じ相談窓隠』への「 (企業に)この助成金を利用してもらtヽたしヽ」

等のご4目談に基づき、労イ動局が事業主への量ノを成金活用の働きか
'チ

を行い、これを受t,て事業主が申語を行う場合

亜,労働者力堵岳道府県労l動局『小学校休業等対応勘成金にF栄弓する特周lど 相談窓口』へ相談し、労l動局から動毒等を受子すて、労働者自らが

事業主に働きかけ、事業主が串講を行う場合

労働者の曽さまへ

響道府県労l動局『′どヽ学校休業等対応酌成金に関する特|

もらいたい」等、労働者の方からの夢目談内容に応じて、金:

働きかけ等を行つています。特別本目談窓国 (体業支援金・

含む)について(よ こちらをご参照ください。

⇒「どヽ学校体業等対応、日れ成金に関する特別相談窓日のご案内」

事業主の曽さまへ

① 支給要作の詳細や具体的な手続き1輝生労イ動省本一ムページ C

申吾青善は、厚生労働省HPからE「昂1してください。
*①雇用保険被保3食者の方用と、②雇魔保S父孝皮保険者以外の方用の2種類の様式力坊ります。
*事業所単位で1まなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能なF長りまとめて申請をお願いします。
httpsIア プ呻 .mhiWrgo.】 p/stF/seisakunitsuite/bunya/kovOu注『。udOu/koyOuァ kyufukin/pageLOフ _ 0002.html

② 申請書の提出方法

本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部 (室)まで郵送でお願もヽします。
※必ず配連記録が残る垂B便 (特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。 (宅酉己便など4よ受付不可)

お問い合わせはコールセンターまで

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、どヽ学校休業等対応勤成金・支援金コールセンター』
(フリーダイヤル)0■ 20口 603‐999:受付日寺間 :9:00～21:00土日・ネ兄日含む

※詐欺にご注意くだ0い。国や委託事業者から、助成金の相談について電話な及 勧誘することはありません。

また、振込先、日座番号やそのイ也の個人1青幸限をイ国人の方に電話な技 問い合わせることはありません。

休Π眼取得期間 日額上限額※2 申請期限※3

令租 4年 1月 上日～ 3月31日 令不囲4年 1-2月  :11′ 000円
令琴目4F手 3月 :9,000円

令琴霞4年 5月 31日 (火)必着

令和 4年 4月 1日～ 6月 30日 9′ 000岡 令琴霞4年 3月 31霞 (水)必着

新迎藝題ナ体H霰支援 検 索



①新型コEナウイルス感染症に関する対応として臨時体業等をした小学校等に通う子ども

『臨

「小学校等」とは

②新型コ劇ナウイルスに感染した子どもなど、電ヽ学校等を休む必要がある (※)子ども

※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよしヽと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者 (里親i祖父母など)であつて、子どもを現に監護する者が

対象となります。
・各事業主が有給体暇の対象とする場合は、子どもの避話を一時的に構】力する親族も含みます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどIE取得した休暇の扱い

半日単位の体暇、時 単位 い

就業規則な8こおける規定の有無

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校なび 臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所な抄 ら利用を控えるよう依頼があつた場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で体ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が求后型ヨロナウイルスに関連して出席しなくてもよtヽと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年 ,学級単位の体業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型]ロナワクチシ接種の付き添いやその冨彗反応日寺の体みも夕寸象になります。

離期課程、各種学校 (幼稚園または小学校の課程に類する課程を

置くものに限る)、 特別支援学校 (全ての部 )

★障害のある子どもについてtよ、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、

各種学校 (高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、

。小学校、

ア)新型コロナウイルスに感染した子島

イ)新型コ題ナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者 )

ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する

リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

・学 校 :授業 日 ※ 日 曜 日 や夏 体 み など(よ女寸象 外 優 休み麟 日尋力延 長された場合、弄斥たに夏休みになつ友到 F障尋|よ女」象 )

|その他の施設 (放課後児童クラブなD l本来施設が利用可能な日
『②に該当する子ども」に関する体暇の声ヽす象は以下のとおりです。

のとおりです。

・授業日であるかにかかわら 、その子どもの世

①に該当する子ども」IE関

めに

なお、動務時間短縮は所定労働聴間自体の短縮措置であり、休暇と1ま異なるため対象外となります。

・体暇制度につして就業規貝」や社内規定の整構を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
きれてし亀余tl場合で名へ喜件に該当する扶隅を村与と,■場合 I土競象/ナk｀り茉す^

労働者に対して支払う賃金の額

1

。対象になります。ただし、事後的に牛寺別 1本暇に芋辰り替えることについ

同意を得ていただくことが必要です。

人に説明し、

・年次有給体 8韻を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

る場合であっても(全額を支払う必要があります。助成金の支給上限額 (上限額は表面参
令和 4年 3月 31日


